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平成 24 年 8 月に税制の抜本改革関係の法律が成立し、消費税が平成 26 年 4 月に５％から

８％、１年半後の平成２７年１０月に８％から１０％に引上げられることとなっています。 

住宅の取得は、消費税の増税負担も大きいため、税率が引上げられた場合の負担軽減措置であ

る住宅ローン減税の拡充やすまい給付金制度について、ご紹介します。 

１. 住宅ローン減税の概要 

 

 

 

 

 

 

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽

減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高の 1%が 10 年間に渡り所得税の額から控除

されます（ただし、年間に控除できる限度額あり）。また、所得税から控除しきれない場合には、

住民税からも一部控除されます。 

この住宅ローン減税制度は、平成 26 年 4 月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとお

り大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。

世帯単位ではないことに注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．２１４ 
（H25.10.15） 

北海道開発局都市住宅課 
まちづくり相談窓口 

今 

号 

の 

記 

事 

 

 

 

○ 住宅関連税制とすまい給付金について 
○ 平成 26年度「都市景観大賞」を募集しています 
○ 改正耐震改修促進法説明会が開催されます 
○ 「好きです。さっぽろ（個人的に）」の取組について 
 ままちちづづくくりりにに関関ししてて紹紹介介ししたたいい地地域域のの取取組組、、配配信信アアドドレレススのの変変更更等等ににつついいててはは、、  

ままちちづづくくりり相相談談窓窓口口((メメーールルははここちちらら))ままでで  
※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

消費税率の引上げに対応した 

住宅関連税制とすまい給付金について 

ポイント  ○毎年の住宅ローン残高の 1%を 10年間、所得税から控除 

○所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除 

○住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請 

○消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充 

 

※1 平成 26 年 4 月以

降でも経過措置により

5%の消費税率が適用

される場合や消費税が

非課税とされている中

古住宅の個人間売買な

どは平成 26 年 3 月ま

での措置を適用。 

 

※2 長期優良住宅、低

炭素住宅の場合はそれ

ぞれ 300 万円（～平成

26 年 3 月）、500 万

円（平成 26 年 4 月～

平成 29 年）。 

mailto:machidukuri@hkd.mlit.go.jp
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ローンを利用せずに、自己資金の

みで取得する場合、住宅ローン減税

は利用できません。そこで、耐久性

や省エネルギー性に優れた住宅の場

合には、自己資金のみで取得する場

合にも所得税が控除される制度とし

て、投資型減税制度があります。こ

の制度についても、消費税率の引上

げを踏まえて拡充されています。 

具体的には、所管行政庁の認定を

受けた長期優良住宅に加えて、新た

に所管行政庁の認定を受けた低炭素

住宅が対象になります。所得税から

の控除は、これらの住宅の性能強化

に必要な、標準的な掛かり増し費用

(※)が対象となります。この掛かり

増し費用についても見直し・拡充が

行われます。なお、申請者や申請時

期等は住宅ローン減税と同様です。 

※通常の住宅の建築費用より多く掛か

る費用 

 

３.すまい給付金の概要 

 

 

 

 

 

 

すまい給付金制度は、自らが居住する住宅の取得に際し、引上げ後の消費税率が適用される方

に給付金が支払われる、新しく導入を予定している制度です。 

新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の

品質や耐震性が確認できることが条件です。 

実施期間は、消費税率の引上げられる平成 26 年 4 月以降に引渡された住宅から、税制面での

特例が措置される平成 29 年 12 月までに引渡され、入居が完了した住宅を対象とする予定とな

っています。 
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２.投資型減税の概要 

ポイント  ○長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置 

○現金購入の場合に利用可能 

○1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除 

ポイント  ○新築住宅だけではなく、中古住宅も対象 

○申請は、取得住宅を所有する人（持分保有者）単位で 

○給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて 

○現金取得の場合も利用可能。だたし追加要件に注意 

① 給付額 
住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。 

収入額（都道府県民税の所得割額）によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分

割合を乗じた額（千円未満切り捨て）が給付されます。 

 

▲ＴＯＰ 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html
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②対象となる住宅 
対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加

要件を満たす必要があります。 
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▲ＴＯＰ 

詳しくは、「すまい給付金」ＨＰをご覧ください。 

http://sumai-kyufu.jp/index.html
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 平成１７年に「景観法」が施行され、現在、多くの地方公共団体において、同法の制度活

用による良好な景観形成に向けた取組が進められています。 

 

国土交通省においても、これらの取組を支援するため、技術的助言や情報提供、良好な景

観形成の動きを全国展開していくための普及啓発活動等を行っているところです。 

 

「都市景観の日」実行委員会では、良好な都市景観を生み出す優れた事例や活動等を選定

し、その実現に貢献した関係者を顕彰し広く一般に公開することにより、より良い都市景観

の形成を目指すため、普及啓発活動の一環として、平成３年度から「都市景観大賞」を実施

しています。 

 

今般、平成２６年度「都市景観大賞」の募集が始まり、景観に関する取組を広くPRする

機会でもありますので、ご紹介します。 

（応募期間：平成25年12月27日（金）まで） 

 

都市空間部門 
・応募対象 

本賞は、『街路や公園等の公共空間とその周りの宅地・建物等が一体となって良質で優れ

た都市景観が形成され、それを市民が十分に活用することよって、地域の活性化が図られて

いる地区を対象とします。』単独の公共施設、建築物、構造物は対象になりません。 

 

景観教育・普及啓発部門 
・応募対象 

小中学校等における景観まちづくり学習の実施や、街歩きや景観に関するセミナーの開催

や地域の景観に関する情報発信など、景観に関する教育、意識啓発、知識の普及等を地域に

根差して行っており、その取り組みが地域の人々の景観への意識・関心の高揚につながって

いる優れた活動を対象とします。 

 

 

 

 

※詳細な応募要領等は、財団法人都市づくりパブリック

デザインセンターHP をご覧ください。 

 

 

 

※平成２５年度「都市景観大賞」景観教育・普及啓発部

門において、道内で優秀賞を受賞しました NPO 法人

「炭鉱の記憶推進事業団」(空知地域)の活動内容につい

ては、まちづくりメールニュース Vol.209 で紹介して

います。 

 

 

 

Vol.214(H25.10.15) 

▲ＴＯＰ 

平成 26 年度「都市景観大賞」を募集しています 

募集パンフレット（PDF） 

http://www.udc.or.jp/activities/taisho/pdf/h26pamphlet.pdf
http://www.udc.or.jp/activities/taisho/H26boshu.html
http://www.udc.or.jp/activities/taisho/H26boshu.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn209.pdf
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建築物の耐震化につきまして、平成２５年５月２９日に「建築物の耐震改修の促進に関す

る法律の一部を改正する法律」が公布され、一定の建築物に「耐震診断の実施とその結果報

告」が「義務化」されることになりました。 
 

この度、本改正法の内容や国の支援制度などについて、下記のとおり説明会が開催されま

すので、ご紹介します。 
 

 なお、釧路会場、札幌会場及び室蘭会場では、本説明会に合わせて、住宅・建築物耐震改

修セミナーも開催されます。 

 

○釧路会場 

日時：平成２５年１０月１６日（水） １３：３０～１６：００ 

場所：釧路市交流プラザさいわい 多目的ホール（釧路市幸町９丁目１番地） 

講演：「大地震に備えた建築物の耐震化の取組み」について 

    北海道大学大学院 教授 岡田成幸 氏 

 

 

○札幌会場 

日時：平成２５年１０月２４日（木） １３：００～１６：００ 

場所：札幌市教育文化会館 ３階 ３０５号（札幌市中央区北１条西１３丁目） 

講演：「地震に備えた心構え～阪神・淡路大震災の語り部から～」 

    阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」語り部 谷川三郎 氏 

 

 

○室蘭会場 

日時：平成２５年１０月２５日（金） １３：００～１６：００ 

場所：室蘭市市民会館 ２階 中会議室号（室蘭市輪西町２－５－１） 

講演：「地震に備えた心構え～阪神・淡路大震災の語り部から～」 

    阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」語り部 谷川三郎 氏 

 

 

○旭川会場 

日時：平成２５年１１月６日（水） １４：００～１５：３０  

場所：旭川市障害者福祉センターおぴった（旭川市宮下通東４１５５番地３０） 

 

 

○函館会場 

日時：平成２５年１１月１３日（水） １４：００～１５：３０ 

場所：サン・リフレ函館（函館市大森町２－１４） 

 

 

※参加は無料、主催は北海道・各開催市 

※申し込みについては、北海道建設部住宅局建築指導課 HP（上記の会場名からリンクも可）

をご覧ください。 

Vol.214(H25.10.15) 

▲ＴＯＰ 

改正耐震改修促進法説明会が開催されます 

 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/H25seminakushiro.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/H25seminasapporo.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/H25seminamuroran.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/H25setumeikaiasahikawa.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/anzensuisin/H25setumeikaihakodate.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/
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札幌市地域計画課では、市民主体の景観資源選出事業「好きです。さっぽろ（個人的に。）」

を実施していますので、その取組をご紹介します。 
 

この取組は、市民ひとり一人の個人的に好きな場所、大切な風景を集めて共有することで、

新たな景観（価値）を生み出し、まちづくりの中で活かしていくもので、札幌市が NPO 法

人北海道冒険芸術出版、札幌大通まちづくり株式会社など、多様な経験・ノウハウを有する

メンバーで構成される「好きですさっぽろ個人的に運営委員会」と協働で実施しています。 
 

札幌市内で個人的に好きだと感じたものであれば、普段よく行く場所やお気に入りの風景、

自分だけが知っている穴場など、場所や風景、建築物等に限定せずどのようなものでも応募

できます。 
 

集まった写真やエピソードは、運営委員会のフェイスブックや札幌市ホームページ等で随

時紹介するとともに、都市計画に関する情報も盛り込み、遊べて学べる景観カード、名付け

て「景カード」として作成され、今後開催するイベントでお披露目されます。 
 

さらに、小学校の教材や町内会で地域資源を PR するツールとして活用するなどなど、地

域の自主的な作成や展開が期待されています。 
 

応募期間 平成２５年１２月３１日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他、市民主体の景観資源選出事業の取組として、 

 

① 『まちあるきイベント「どサンこパス de まちめぐりロゲイン」』を開催します。 

10 月 19 日（土）９:00～   ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽﾄﾞﾘﾉｷ（中央区南 1 西 4 日之出ビル 9 階） 
※ロゲインとは、オーストラリア発祥の得点制オリエンテーリングのようなスポーツ競技です。 

「どサンこパス de まちめぐりロゲイン」は、このロゲイン競技の仕組を使って、指定されたチェックポイン

トをカメラで撮影しながらまちをめぐり、制限時間内の得点を競います。 
 

② 『景カードお試し会』を開催します。 

10 月 19 日（土）14:00～ ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽﾄﾞﾘﾉｷ（中央区南 1 西 4 日之出ビル 9 階） 
※「景カード」とは、札幌の景観や都市計画に関する情報を基に考案されたトレーディングカードです。 

友達や親子でゲームを楽しみながら、景観や都市計画について考えるきっかけを作ります。 

Vol.214(H25.10.15) 

「好きです。さっぽろ（個人的に）」の取組について  
～札幌市内の好きな場所や風景等の情報を募集しています～ 

 

 

 

申込等の詳細については、札幌市 HP をご覧ください。 

▲ＴＯＰ 

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/sukidesu/25-1kojintekini.html#sukidesu

